
随意契約理由

　地方自治施行令（昭和22年政令第16号）第167条の2第1項第2号および第6
号の規定の基づき随意契約とする。

　太陽光発電設備工事は校舎工事と密接に関連する付帯的な工事で、受変電
設備の改造や体育館の電気設備工事があり、一体となって進める必要がある。
上記業者は、唐丹地区学校等建設工事の設計業務および監理業務の受託者
で、現在、監理業務を履行中である。設計内容を熟知していることにより設計期
間の短縮をはかることができ、監理業務においては校舎工事と並行し業務を円
滑に遂行できる業者であるため指名するもの。

業 務 概 要

唐丹地区小中学校太陽光発電設備工事設計・監理業務　一式

29 年 3 月 18 日

業務委託場所 唐丹町字小白浜314番地（唐丹小学校・唐丹中学校）

契 約 金 額 3,888,000 円

履 行 期 間

自 平 成 28 年 6 月 13 日

至 平 成

委 託 業 務 名 公共施設各避難所太陽光発電設備（その２０）工事設計・監理業務委託

受 託 者

住　所 東京都新宿区新宿５丁目１７番６号

氏　名
乾久美子建築設計事務所・東京建設コンサルタント
釜石市唐丹地区学校等建設工事設計業務特定設計共同企業体
代表者　有限会社乾久美子建築設計事務所

見　積　結　果　報　告　書

見積日時・場所 平 成 28 年 時 45 分
第１庁舎
第５会議室

6 月 9 日 9



3,825,000 3,600,000
決
定

1
乾久美子建築設計事務所・東京建
設コンサルタント
釜石市唐丹地区学校等建設工事
設計業務特定設計共同企業体

○ 4,000,000

業　　者　　名
出　欠 見　　積　　金　　額　（円・税抜）

現
説
見
積

１　回　目 ２　回　目 ３　回　目

予定価格（税抜） 3,750,000 円

決定価格（税抜） 3,600,000 円


